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（午前１０時００分 開 議） 
〇議長（獅畑輝明君） これより、本日の会議を開

きます。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第78条の規定により、

議長において、１番五十嵐美知さん、３番谷田部芳

征君を指名いたします。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） 日程第２ 諸般の報告であ

ります。 
 事務局長に報告させます。 
〇議会事務局長（大橋一君） 報告いたします。 
 本日の議事日程につきましては、第３号のとおり

であります。 
 次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は

全員出席であります。 
 以上で報告を終わります。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） 日程第３ 昨日に引き続き

平成22年度市政執行方針演説に対する一般質問を行

います。 
 順次発言を許します。 
 質問順序４、議席番号４番、宍戸忠君。 
〇４番（宍戸忠君） 〔登壇〕 質問いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 
 大綱１、市政執行方針について、国の予算と地方

交付税について。平成22年度赤平市の予算、一般会

計で87億1,371万3,000円、前年比で13％ですが、国

民健康保険特別会計赤字解消、土地造成事業特別会

計の解消や、下水道事業特別会計、用地取得特別会

計、介護サービス事業特別会計など高齢者人口減や

経済状況の変化に対応し、また繰り出し中心、不安

を残したままの予算ではないか。再生団体回避のた

めに住民の負担増、早期退職、公共事業の削減、職

員の給料など大幅削減のもとで一定の回復と、国の

大幅国債発行などで当面の不況対策の予算となった

のではないかと思います。問題は、市立病院事業会

計について平成20年12月、病院改革プランを策定、

平成21年度道特別交付金2,120万円の救急……これ

は周産期、小児科など。救急の経費は数倍かかると

言われている中で外部監査指摘を受けて、平成27年

度までに全額解消を目指し、平成20年度決算におけ

る資金不足比率が財政健全化基準大幅増大の結果か

ら、市民的にも深い検討の上、健全化計画を作成し

たものであるが、これが完全実行に向け、絶対に後

がない対応とともに、国が無理した予算、歳入が不

透明、経済好転不透明な中、本年度の経済状況から

の展望をどのように考えるかお伺いをいたします。 
 国は１兆円超す地方交付税11年ぶり。ただ、この

増額が逼迫する地方財政の好転につながるかどうか、

これが不透明ではないか。この増額は地域活性化・

雇用等臨時特例費が新たに加算されたが、9,850億

円、うち5,000億円は前政権のもの。ところが、地

方税減収見込み２兆円が、地方経済の冷え込みで減

額幅は３兆6,800億円に拡大、結果的に１兆1,000億

増額分、減収分の穴埋めに消えるのではないかと思

います。地方財政の財源不足額18兆2,200億円、過

去最高、一般財源確保の赤字地方債は過去最高の７

兆7,100億円になります。これはかなり無理したも

ので、地方の将来財政見通しは不透明な中で、平成

22年度の当市の予算で、普通建設事業合計12億3,46

4万円などは途中見直しが必要にならないか。また、

子ども手当など地方負担で全国約7,000億円と言わ

れ、当市の負担増の試算ではどうか。現行の児童手

当を受給している人は自動的に受給する受給ですが、

児童手当の対象外だった人、所得制限超えていた場

合及び中学生は申請しないと受給できないではない

か。周知徹底することが必要であると思いますが、

お考えをお聞きしたいと思います。 
 所得税、住民税は、平均的サラリーマンの子育て

世帯には増税、年少扶養控除、特定扶養控除廃止で

増税額最大15.2万円、住民税3.3万円に、歳入と地

方負担どうなるか。子ども手当の恩恵受けられない

子供のない世帯は、ますます大変になるのではない
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か。国民の生活第一といいながら家計への応援が不

十分な一方で、大銀行、大企業への応援では自公時

代の政策を継続しています。国の予算案には預金保

険機構へ政府保証枠51兆円、銀行と保有株式取得機

構への政府保証枠20兆円計上され、これは自公政権

時代の概算要求そのまま認められ、預金保険機構保

証枠の12兆円が前政権のもの。中小企業の資金供給

円滑化の名目で破綻していない健全なメガバンクに

まで公的資金投入可能にするもので、実際にはメガ

バンクは中小企業への貸し出しを減らし続けており

ます。効果が上がっていません。 
 また、国の職員定数、給与削減で給与関係費、投

資的経費が大きく削減され、地方交付税を抑えると

いうことで、不安材料にならないか。2010年国家予

算案は、一般会計歳入歳出概算で歳入92億2,992億

円になりましたが、その他収入10兆2,002億円と公

債費約44兆円や赤字国債37兆9,500億円頼みなどで

あります。聖域を温存し、政治転換に足を踏み出せ

ない予算案になっているのではないかと思います。

結果として、国、地方の長期債の残高は10年度末に

は850兆円以上に達する見込み、長期債務残高は対

ＧＤＰ比は180％前後になります。07年度末には14

5％だったことを考えれば、わずか３年間で35％も

上昇するという急激な債務の増加であります。 
 歳出では、国債費20兆6,491億円で09年度比4,053

億円増、地方交付税等17兆4,777億円、9,044億円増、

一般歳出53兆4,542億円で１兆7,233億円増、決算調

整資金繰り戻し7,182億円増で、歳出合計92兆2,992

億円、３兆7,512億円増になったのであります。国

の予算案は、これまでの自公政権と何が変わるのか、

それが問われる予算ではないかと思います。同時に、

100年に１度と言われる経済危機の中で、新興国の

経済活動の活発化が見られるが、日本だけが２番底

の心配もあります。ますます深刻化する経済情勢の

もとでの予算でもあります。来年度予算は、実質的

に史上最高となっています。一方、税収は大幅に落

ち込み、1985年度を下回る低さです。 
 地方財政計画の特徴と課題については、2010年度、

民主党中心の政権が誕生して初めての当初予算が地

方財政と住民にとってどのような内容になり、それ

をどう評価し、対応することが求められるかという

問題意識で検討してみると、日本の政治の現状を過

渡的な情勢、すなわち主権者国民が自民、公明政権

への退場の審判を下したこと、同時に２つの事情、

異常な対米従属、大企業、財界の横暴な支配から抜

け出す方向を定めるまでに至っていない特徴があり

ます。国民の願いを反映した前向きの要素と、国民

の利益に反する問題点が混在しているのではないか

と思います。国民の政治変換の要求は、財源確保の

ためにも不公平是正、軍事費削減、米軍思いやり予

算を正すことではないかと思います。 
 アメリカは、ブッシュ政権が35％に引き上げた所

得税率を最高税率39.6％に引き上げることや、株取

引の利益に対する最高税率を15％から20％に引き上

げることが提案されています。ニューヨーク市の場

合、このほか住民税12％かかります。２月１日の予

算教書によれば、こうした富裕層への増税が見積も

られています。イギリスでは、現在40％の所得税の

最高税率は、この４月から50％に引き上げる予定で

す。株式配当の最高税率32.5％から42.5％に上がり

ます。日本では、政府が富裕層への課税を強化する

姿勢を全く示さない。株式配当、譲渡益に対する税

率は、03年以来住民税を含めて本則20％を10％に下

げたままです。所得が１億円以上になると、逆に税

負担率が減ってしまうという逆進性の実績が示され

ています。この税の不公正を正さない限り、貧困、

格差拡大や地方自治体の財政確立はできないのでは

ないかと思います。 
 また、実際の来年度予算では軍事費４兆7,903億

円、前年度比162億円、0.3％増、グアム移転を初め

とする米軍再編経費が481億円も増額されたことで

す。いわゆる思いやり予算、ＳＡＣＯ経費と米軍再

編経費合わせた米軍関係予算は3,770億円と過去最

大の金額に達しました。これは、アメリカ言いなり

の政治から脱却姿勢が全くないことを示すものであ

ります。私は国民要求にこたえて民主党政権の動向
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を視野に置きつつ、国民、住民が主人公の立場で国

民の願いの要求が政権を実現した力であり、地方政

治でもこの過渡的情勢があらわれ、2010年度地方財

政計画にも新政権の過渡的性格が反映しているので

ないか。地方交付税の１兆1,000億円増をどう見る

かについて、地方交付税1.1兆円増額が一番大きな

見出しで報道され、政府の説明でも前面に出してい

ます。これは、振りかえ制度の臨時財政対策債を含

まないものですが、１兆733億円増なので、地方交

付税の１兆1,000億円増額は間違いとは言えません。

しかし、これは09年度の地方交付税の１兆円増額と

は異なり、09年度は曲がりなりにも地方交付税の１

兆円上積み措置がとられました。10年度の新たな上

積み措置は地域活性化・雇用等臨時特例費の9,850

億円ですが、09年度の１兆円の上積み措置のうち半

額5,000億円、地域雇用創出維持費は廃止しますの

で、新たな上積み措置は差し引き4,850億円にとど

まります。 
 第１に、自公政権を退場させた国民の審判を受け

て編成された予算であることから、一定の範囲で国

民要求を反映して、部分的であっても前進的な内容

も含まれていることであります。生活保護の母子加

算の復活、高校生授業料も実質の無償化、公共事業

発注可能な零細事業者や、雇用確保など国民の大き

な運動の成果と言えるものも少なくありません。し

かし、第２に、自公政治の転換を願った国民の要求

に照らせば、極めて不十分な内容となっています。

第３に、今日の経済危機を打開し、国民の暮らしを

守るという点で極めて不十分な予算となっているこ

とであります。第４に、無駄を削るといって事業仕

分けを大々的に実施しながら、結局は軍事費や大企

業、大資本家減税などの聖域にはメスを入れずに、

これを温存しているということであります。こうし

た聖域の温存の結果でもありますが、巨額の国債発

行と埋蔵金に依存するその場しのぎ、全く先の展望

が見えない予算になっていることであります。全体

としては、部分的な前進はあっても、大きな問題点

を抱えた予算案であり、根本的に転換が求められる

のではないか、お考えをお伺いいたします。 
 ②、医療問題について。自公政権の医療制度連続

改悪の継続になり、この４月から70歳から74歳まで

は２割自己負担になります。このために受診抑制な

ど収益増を目指す市立病院健全経営や財政支援にも

影響が出るのではないか。これまで大きな国民の批

判と怒りが自己負担１割に軌道修正されてきたので

はないかと思います。国民生活第一の鳩山政権に対

して、継続を求めることはできないか。市立病院健

全化のために努力のところですが、前小泉自公構造

改革路線によって医療の連続改悪が進められた結果、

住民の命のとりでの市立病院は極めて厳しい運営に

押しやられようとしているのではないかと思います。

社会保障、７年前から毎年2,200億円削減され、新

政権になって歯どめになったが、これまでの傷跡は

修復される予算になっていません。日本医師会は社

会保障2,200億円復元を求め、国に要望しています。

この根本を壊されていて、国民の命は守れないので

はないか。過日の市民会議が議論を重ね、市立病院

を守ることを決定したのです。基本的に住民、自治

体の責任ではないのではないかと思います。国や道

に対してこの削減された社会保障をもとに戻すこと

を求めつつ、病院健全化計画を必ず実行する決意と

のことですが、住民、病院、行政、三位一体で進め

る例えば100人委員会などを立ち上げ、おらが病院

構築運動を住民自治、地方自治のかなめにしていく

ことが必要ではないかと思います。世代的に医療費

は無料です。日本では、長野県原村では住民と力を

合わせ、30年間以上も高齢者と子供無料制度を守り

続けています。お考えをお伺いいたします。 
 ③、後期高齢者医療について。総選挙で自公政権

を退場させた大きな原動力になったことも間違いあ

りません。３年前、参議院は民主党など野党が廃止

可決したことです。１月の28日、参議院厚生労働委

員会で日本共産党の小池晃政策委員長は、後期高齢

者医療制度に関する鳩山政権の二重の公約違反をた

だしました。鳩山政権は、総選挙前の公約から後退

し、同制度の廃止を４年後に先送りしました。加え



- 138 - 
 

て、75歳から保険料が４月から上昇見込まれるのに、

約束しておいて抑制措置も講じていないために、特

に北海道では6,800円、約８％に引き上げになり、

これは全国一高いもの。これは、各都道府県広域連

合に国庫補助を行う、09年10月26日と事務連絡して

いました。５％に抑える状況もありますが、さらに

２月22日、衆議院予算委員会で日本共産党の高橋千

鶴子議員は、民主党自身がかつて病院追い出しにつ

ながると批判していた高齢者の差別医療の仕組み、

全年齢に拡大するのかと質問、75歳以上の患者が90

日を超えて入院すると、病院収入激減する後期高齢

者特定入院保険料を４月からの診療報酬改定で全年

齢に拡大しようとしていることを追及。長妻昭厚生

労働大臣は、病院が退院支援状況報告書を出せば診

療報酬は下がらないとしつつ、限られた病床数の中

で急性期、亜急性期の方に入っていただく趣旨と、

全年齢にわたって早期退院を迫るねらいを認めまし

た。これは、患者や公立病院にとっての重篤化を進

め、収益減によって財政基盤は脆弱なものにならな

いか。年齢制限、受診抑制をして、別の医療制度に

するのは世界に例がないものです。この制度は廃止

しかないと考えますが、ご見解をお伺いします。 
 雇用創出について。市政執行方針は、世界的な景

気後退の影響を受けて、住民の暮らし、経済情勢の

悪化など予断を許さない状況だとしています。政府

の経済見通し、来年度実質で1.4％、３年ぶりの成

長見込みですが、生活実感に近い名目成長率は0.

4％にとどまり、デフレ状態が続くと予想していま

す。失業者、失業率が５％台にとどまり、民間最終

支出は名目ではマイナス見通しです。実質でプラス

といっても、実質が伸びることを期待しての見通し

にすぎません。失業の長期化によって失業手当の切

れる世帯が増加するなど生活の不安が昨年以上に高

まってきています。このような状況の中で国の緊急

雇用創出交付金、地方交付金の地域活性化・雇用等

臨時特例債活用、40名新規雇用創出としていますが、

この契約更新など長期で６カ月、１年程度ではない

か。所得ある雇用でこそ地方交付金の名にふさわし

いものではないか。委託事業では延べ200人などと

していますが、実人員雇用が重要で、延べ人員では

刻み労働日数になり、暮らしも経済も好転しないの

ではないか。このままで労働意欲ある雇用にこたえ

ることができるのか。維持ができずの返上、指名事

業者は対象外、まさに貧困から脱出できない、一時

しのぎで生活設計もできない国の交付金ではないか

と思います。また、単独で検討としていますが、雇

用の安定こそ地域活性化・雇用等臨時特例債活用と

言えるのではないかと思います。さらに国の予算を

要望するとともに、さらに単独の雇用創出を検討す

べきではないかと思いますが、お考えをお伺いした

いと思います。 
 ⑤、住民の安心、安全の暮らしについて。毎年３

万人を超える自殺者、これをなくする対策がとられ

つつありますが、貧困、格差が広がる中で日々の衣

食住にありつけない住民はいないか。最近は、川ホ

ームレス者がいると聞かれます。私も一時対応した

ことがあります。年収150万世帯以下の割合はどの

ぐらいか。また、多重債務困難者はいないか。一括

相談窓口は設置、または地域に気軽に相談所を設置

できないか。また、みずから命を絶つという自損行

為根絶のために国も対策を検討のようですが、本市

からは二度と発生させないために全力を尽くす対策

を示すお考えをお伺いいたします。当市の自損行為

発生、平成19年度13件、20年度24件、21年12月段階

で13件、人口減少の中で割合は特に高いものではな

いか、お考えをお伺いいたします。 
 次に、大綱、教育行政執行方針について、教育の

現状と展望について。高校授業料実質無料化は、前

向きに見える鳩山政権の大きな変化です。しかし、

短期的、公立のみで、学術、文化、スポーツ振興な

どについて欠落、粗雑な議論など一方的になされた

と言われ、文化庁の意見募集は15万件に上がったと

いいます。当市予算では教育条件整備に若干前進と

いうことでありますが、基本的に国の予算が不十分

では、将来的に教育向上は望むことができないので

はないか。次年度以降の予算の不安がある中で進め



- 139 - 
 

なければなりません。お考えをお伺いしたいと思い

ます。 
 ②、赤平高校問題について。当市の高校存続を左

右する問題です。出願者、定員40名が22名といいま

すが、貧困、格差拡大によるものや教育費の増大の

影響があるものではないか。その中で大きい国の予

算は、授業料実質無償化によって進学率が上昇にな

るのか、そのためにも関係者の一層の努力があった

ことではないか。高校では学力低下のまま入学、義

務教育の基礎教育不十分のため困難だという声も聞

かれます。また、入学後退学があると聞いています

が、基礎教育の充実と家庭とのつながりの強化や、

教員不足認めておいてふやさないまま、また国の一

般業務増大にも問題がないかお伺いします。 
 ③、いじめ問題について。中学のときいじめをや

った、高校に入ったら仕返しされた、本人が語りま

す。その後退学しました。教育長方針は、あくまで

もいじめられている子供の側に立って観察、相談、

指導体制を整えるとしていますが、最近中身をよく

分析しないと判断を間違うようなことがあるのでは

ないか。社会では、最高裁判所など十数年前の問題

などが解決しました。総合的に分析し、短期、中期、

長期に観察することも必要ではないか、お考えをお

伺いいたします。 
 １回目の質問終わります。 
〇議長（獅畑輝明君） 高尾市長。 
〇市長（高尾弘明君） それでは、市政執行方針に

対するご質問に順次お答え申し上げます。 
 初めに、①の国の予算と地方交付税についてお答

えを申し上げます。国の一般会計予算総額は約92.3

兆円となっており、特にコンクリートから人へをス

ローガンに公共事業関係費が前年度に比較をいたし

まして1.3兆円の減額となっております。無駄を省

くということは、国として私は当然行っていただか

なければなりませんし、また人に優しい財政出動も

大切であるとの認識はございますが、しかし北海道

におきましてはまだまだ社会資本整備が必要な地域

であり、またリーマンショック以降特に地方におけ

る中小企業は大きな打撃を受け、今もなお景気低迷

から脱し切れない状態が続いており、公共事業の抑

制が北海道の生活と経済並びに小規模自治体の企業

に対し、さらに影響を与えるのではないかと危惧を

しているところでございます。また、国税が前年度

より8.7兆円も減収していることに関連いたしまし

て、無駄を切り詰め切れず、国債を増発しているこ

とが今後地方財政へどの時期に、どのような形で影

響するのか、やはり私どもは注意深く見てまいらな

ければならないと思います。一方、地方交付税につ

きましては、頑張る地方応援プログラムや地方再生

対策費が継続されるほか、新たに地域活性化・雇用

等臨時特例費の創設等により1.1兆円が増額され、

また財政力の弱い団体への配慮といたしまして段階

補正、さらに人口急減補正を見直すこととしており

まして、当市のような小規模自治体にとりまして、

このたびの見直し、大いに私どもとしては期待をし

ているところでございます。そこで、当市に関する

影響でありますが、初めに公共建設事業の見直しが

必要にならないかとのお話でございますが、地方交

付税の当初予算につきましては、地域活性化・雇用

等臨時特例費を単純計算いたしますと約１億円が見

込まれますが、算定方式等の不透明さから予算上過

大計上とならないように21年度の地域雇用創出推進

費並みの約5,000万円の計上にとどめておりまして、

さらに増額が期待をされます先ほど申し上げました

人口急減補正等につきましても加味しておりません

ので、今後市税の状況等を把握しながら、逆に年度

間での経済対策の追加事業を検討しなければならな

いかもしれません。子ども手当につきましては、全

額国が負担すると言われておりますが、実際には児

童手当の地方負担相当額は継続されることになり、

23年度以降の完全支給が行われた場合に地方負担の

増額にならないよう十分やはり配慮をしていかなけ

ればならないというふうに考えております。住民税

等につきましては24年度の予算から影響することに

なりますが、市町村にとりましては税としての歳入

がふえる一方で、地方交付税につきましては基準財
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政収入額がふえることになりますので、交付税の交

付額は減るという形になります。また、住民として

も税がふえることによりまして、保育料等の負担も

ふえることにつながっていくということになろうか

と思います。今後現政権がマニフェストを実現する

には、税収が落ち込む中相当な財源確保が課題であ

ると思われますが、地域主権型社会を一丁目一番地

に掲げる新政権でありますので、地方交付税の拡充、

また一括交付金のあり方も含め、地方に対する十分

な財源手当てをあわせ持って進めていただくよう期

待するところでありまして、私どもはそうした動向

を十分やはり見て、注視をしてまいらなければなり

ませんし、また地方としての声も上げてまいらなけ

ればならないと考えているところでございます。 
 次、②の医療問題でございますが、たび重なる医

療制度改革、診療報酬改定など地域医療の抱える問

題は極めて深刻でございます。今般の経営健全化計

画につきましては議会の議決をいただいたところで

ありますが、市立病院の存続問題につきましては再

三申し上げておりますように私どもにとりましては

当面する最重要課題でありますことから、市の広報

紙で市民の皆さん方に十分計画内容等についてお知

らせをするとともに、５月に開催予定しております

住民懇談会などを通して、市民の皆さんに十分ご説

明、ご意見を、説明させていただいた上で、またご

意見をいただきたいと考えておりますし、今後も情

報の公開を行いながら経営の健全化に努めてまいり

たいと思います。また、医療費の無料化のお話もご

ざいましたが、現行の制度を超えて新たに医療費の

無料化を検討する時期は、残念ながらそうした時期

にはないということでございまして、ぜひご理解い

ただきたいと思います。 
 次に、③の後期高齢者医療についてでありますが、

最初に後期高齢者医療制度におきます保険料につい

てご説明申し上げますが、この医療保険の保険者は

ご承知のように都道府県単位で設立をされておりま

して、保険料の見直しは２年ごとに行われます。22

年度が保険料の見直しの年となっており、保険料率

につきましては、医療費の実績などにより保険者ご

とに異なりますが、北海道後期高齢者医療広域連合

では本年４月より１人当たり5.02％の引き上げを行

います。１人当たりの引き上げ額につきましては、

年額にいたしますと平均4,211円が被保険者の負担

額となりますが、増大する医療費の推計による保険

料の引き上げであると私どもは判断をしているとこ

ろでございます。次に、後期高齢者特定入院基本料

についてでありますが、現在後期高齢者医療保険の

被保険者が90日を超えた場合に適用されております

制度が４月からは一般の被保険者にも適用されます

が、後期高齢者医療保険の被保険者につきましては

特定入院基本料を初め、入院及び外来診療における

医療負担の割合の変更はございませんので、医療費

の負担増は基本的にないものと認識をしております。

最後に、この制度は廃止すべきであるとのご意見に

対する私の見解でありますが、後期高齢者医療制度

に関しましては、現在北海道もそうでありますが、

全国市長会から国に対し、制度の円滑な運営を図る

ことや、保険料の軽減、あるいは国の財政的支援な

どについて以前から要望しているところでございま

す。今後の動きとして国は新たな医療制度の実施を

検討しておりますが、全国市長会としては新たな医

療制度に当たっては被保険者や現場に混乱が生じな

いよう、また地方へ負担を転嫁することなく、国の

責任において万全の措置を講ずるよう、さらに国民

の理解が得られるよう、地方の意見を十分に尊重し

ながら検討していただきたい。そのほかにもござい

ますが、全国市長会もこういう要望をしているとこ

ろでございます。 
 次、④の雇用創出についてお答え申し上げます。

申し上げるまでもなく、雇用情勢につきましては依

然として大変厳しい状況が続いております。こうし

た厳しい経済、雇用情勢にかんがみまして、平成22

年度における当市の雇用対策として、ご承知のよう

に直接雇用と委託事業合わせ17事業で40名の新規雇

用創出に努めたところでございます。また、22年度

の公共建設事業費につきましては、これも経済、雇
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用対策に配慮いたしまして、対前年度比165.9％の

増と大幅に予算づけを行ったところでありまして、

こうしたことも雇用創出、雇用の拡大ということに

つなげるという考え方でございます。今後におきま

しては、地方交付税措置されます地域活性化・雇用

等臨時特例費の増額が見込まれた際には、雇用創出

に向け、新たな事業を検討してまいりたいと考えて

おります。ご理解いただきたいと思います。 
 最後に、⑤の住民の安全、安心の暮らしについて

お答え申し上げます。近年生活の困窮や病気を苦に

した自殺者が増加しておりまして、国内においては

毎年３万人を超える方々が自殺を図っていると言わ

れております。中空知地域におきましては死因に占

める自殺の割合が道内でも高い地域でありまして、

市内におきましても毎年数名の方々が亡くなられて

いるようでございます。ご質問ございました年収15

0万以下の世帯の割合ということでございますが、

税務統計によりまして、税務統計において年収ベー

スでの把握が困難でありますので、市民税が課税さ

れていない、いわゆる非課税世帯を所得が少ない世

帯とみなして推計をいたしますと、市内では約41％

ということでございます。また、一括相談窓口、ま

たは気軽に相談できる窓口の設置ということでござ

いますが、相談窓口としては現在市民相談係での相

談、あるいは生活保護を扱っております保護係、さ

らには疾病等に関しましては介護健康推進課で相談

をさせていただいておりまして、多重債務結構いら

っしゃるという話も聞いておりますが、解決に専門

的な知識を必要とする場合も多くございますので、

なかなか今の市の体制だけでは困難でありますし、

専門的な知識等も必要といたしますので、やはり弁

護士会あるいは司法書士会の相談窓口への紹介など

を行ってまいりたいと思います。したがって、一括

相談窓口につきましてもなかなか現状では、現体制

では非常に小規模自治体では難しいという実態でご

ざいますので、今後とも各部署の横の連携を深めな

がら対応させていただきたいと思います。一方、道

におきましても自殺対策に取り組む中で24時間体制

で電話相談を受け付けておりまして、市の３月号広

報でも市民の皆さんにお知らせをさせていただいた

ところでございます。また、道の自殺対策強化基金

を活用いたしまして、昨年に引き続きましてうつ、

自殺予防啓発講演会を本年、22年度も開催を予定し

ておりまして、広く啓発を行ってまいりたいと思い

ます。今後も関係機関と十分連携を図りながら、自

殺される方が少しでもなくなるよう今後とも努めて

まいる所存でございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
〇議長（獅畑輝明君） 渡邊教育長。 
〇教育長（渡邊敏雄君） 教育行政執行方針につい

てお答えをいたします。 
 まず、教育の現状と展望についてということであ

りますが、昨年度の経済不況による緊急経済対策に

よって、本市にあっては教育環境の整備に多額の予

算がつけられまして、具体的には各教室への地デジ

テレビ対応のテレビ、電子黒板、パソコン等が配置

されました。また、これまで財政上の理由から見送

られてきた学校体育館の屋根の張りかえ等の改修工

事等も行われ、条件整備も一定程度前進を見たとこ

ろであります。しかし、議員ご指摘のとおり教育の

向上というのは、教育環境の向上というのは、まさ

に国の予算に負うところが非常に大きいということ

であります。その意味では、まだまだ不十分な点が

あります。今後とも国の動向を注視しながら、本市

の教育条件整備を進めてまいりたいというふうに考

えていますので、よろしくご理解賜りますようお願

い申し上げます。 
 次に、赤平高校問題についてでありますけれども、

高校の授業料無料化の及ぼす影響ということについ

ては、前議員にもお答えしておりますけれども、経

済的な負担の軽減ということから、高校選択肢がさ

らに広がっていくというふうに考えます。そういっ

た意味では、赤平高校にとってはますます厳しい状

況になっていくのではないかというふうに考えられ

ます。また、議員の言われる学力低下の問題につい

ても私も認識をしているところでありますけれども、
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現在市内の小中学校においては学力の向上対策は緊

急の課題であるというふうにとらえていますし、と

りわけ基礎、基本の確実な定着の取り組みを進めて

いるというところであります。すべての子供に確か

な学力をつけるということは学校教育の根幹をなす

部分であるというふうに考えますし、そうした取り

組みの中から高校中退という事態も回避できるとい

うふうに確信するところであります。また、執行方

針でも述べていますが、基礎、基本の確実な定着の

ためには、まず家庭学習の習慣化ということも欠か

すことができません。家庭との連携を密にしながら、

家庭での望ましい生活習慣の確立に向けて、さらに

一層取り組みを進めてまいりたいというふうに考え

ていますので、ご理解をお願いをしたいというふう

に思います。 
 次に、③、いじめ問題についてでありますけれど

も、いじめの問題については、あくまでもこれはい

じめられている側に立って観察、相談、そして指導

をするということは、これはいじめに対する原則、

基本であるというふうに考えています。しかし、現

実には子供たちはさまざまな人間関係の中で生活し

ていますし、そこで起こるトラブルというのも極め

て多岐にわたり、多様であるというふうに考えます。

要は、個々のケースを十分に吟味して、状況をよく

把握するということが最も重視されるべきであって、

そうした意味では保護者と十分な連携をとりながら

指導に当たっていかなければならないというふうに

考えているところであります。今後とも状況を十分

に把握し、問題の解決に当たってまいりたいという

ふうに考えていますので、ご理解をお願いをしたい

というふうに思います。 
 以上であります。 
〇議長（獅畑輝明君） 宍戸忠君。 
〇４番（宍戸忠君） 〔登壇〕 人口問題で市長の

答弁ありました。団塊世代で、それを吸収するため

の人口増対策を考えている、道も国もそう考えてい

るようですが、伊達の友達から連絡ありまして、伊

達市は人口増対策で団塊世代の方々を入植、移住さ

せるという方向で進んでいるようであります。しか

し、最近それの検討をしなければならないと。私も

人口増対策だけならいいのですが、退職された方々

がこのサービスをするからいらっしゃいと、これだ

けでは、将来間もなく高齢になりますから、福祉関

係に相当財政を注入しなければならない事態になる

のではないかと、そういう感じをしました。今それ

がここへ上がってきています。ですから、双方考え

ながら、人口対策考えると同時に、子供もいる、そ

ういう若い人たちをどうして定着させる、定住させ

るか、このことが大事だと思います。約2,000人の

方々が赤平以外から仕事で来ていらっしゃるという

ふうに聞きます。この方々にいろんな工夫を考えて、

当市に住んでもらうということも十分に考えた対策

が人口減少をとめるということになるのではないか

と、その点を１点お聞きしておきたいと思います。 
 教育問題では、今不況や生活苦しい状況の中で、

親の責任、国の責任、教育の立場からの対策も必要

です。先ほど言いましたが、実際の先生方の仕事は、

年々国が教員を増員しなければならないと言ってお

きながらしない、予算も十分には考えないというこ

とが今までありました。それらのツケが今教育の低

下などにつながっているのでないかと思います。そ

ういう意味で教育委員会は、教育に心のある、苦し

いけれども、そこから自立して生きる、そういう子

供の教育、そういうものも十分加味した教育執行方

針もあればいいのでないかと思います。 
 以上、あと詳しいことにつきましては予算審査委

員会の中で深く深めていきたいと思いますので、若

干のご意見あればお聞きしておきたいと思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 高尾市長。 
〇市長（高尾弘明君） 人口増対策、定住対策のご

質問でございますが、一口に定住、移住、非常に言

葉では簡単ですが、大変大きな課題を抱えている問

題だと思います。22年度予算では主に住宅関係を中

心に対策の一部予算を計上しておりますが、この住

む条件としては宅地や住宅ももちろん大事でありま

すし、一方では、昨日申し上げましたが、医療の問
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題、さらに教育の問題、福祉の問題、広範囲にわた

ってくると思います。そして、特に若い世代の皆さ

ん方には、仕事があるかどうかということがやはり

大きな要素ではないかと思います。したがって、定

住対策、移住対策というのはどこといわず、すべて

広い範囲でしなければなりませんし、また移住され

ている方々は逆に何もなくていいという方もいるの

かもしれません。それは人それぞれの価値観ですか

ら、かつて私も企業誘致をしている際にありました

けれども、田舎の中に住みたいという方に聞いたら、

何もないからいいと言っている方も事実いましたし、

これは人それぞれ価値観ですから、いろんな対応必

要でありますが、一般的には先ほど申し上げました

が、私はやはり条件整備というのは多岐にわたって

いると思います。そういう面では今後もこの移住対

策を進めていきまして、昨日申し上げましたが、移

住もそうでありますが、いかに定着、定住をしてい

ただくか、赤平から外に行くことないように、どれ

だけやはりとどまっていただくかということも、こ

れ人口減の、増もそうでありますが、人口減に非常

に大事なことでございます。なかなか言葉で言うほ

ど簡単なものではございませんが、もう計画上回る

減少というのも昨日申し上げたとおりでありますの

で、十分さまざまな範囲でやっていきたいと思いま

すし、それと現実私が感じるのは、住宅があるから

住むという問題だけではないと思います。例えば隣

町に住みます。なぜかと聞いてみますと、やはり残

業したら食事をする場所がないだとか、日常生活に

便利だとか、いろんな要素がございます。極めてこ

れは大切であると同時に、そういった人々に満足い

ただくには本当に大きい課題というふうに考えてお

ります。十分ひとつ今後とも対策を考えてまいらな

ければならないと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
〇議長（獅畑輝明君） 宍戸忠君。 
〇４番（宍戸忠君） 〔登壇〕 それぞれ答弁いた

だきました。基本的な問題には、お考えをお聞きし

ました。次の予算委員会でも深めてみたいと思いま

すので、私の質問を終わりたいと思います。ありが

とうございました。 
〇議長（獅畑輝明君） 質問順序５、議席番号１番、

五十嵐美知さん。 
〇１番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 通告に従いま

して、市長の市政執行方針並びに教育長の教育行政

執行方針に対して一般質問を行います。 
 質問に入ります前に、本年、2010年は新しい10年

の始まりでございます。国の内外を見ますと、地球

環境問題をめぐるさらに甚大な自然災害、そして人

口減少、少子高齢化社会の本格到来、貧困や格差の

問題、さらに虐待による痛ましい出来事など、私た

ちが生きているこのときをどうするのか、課題が山

積しております。10年後、20年後、さらに未来を見

据えた今、政治に何を求められ、決断し、何を実行

しなければならないのか、政権交代は日本の政治に

何をもたらすのかなど、難しいかじ取りが求められ

る時代でもあると思います。国政においては政治と

金、不正な選挙資金にかかわる北教組の問題など、

国民である当市市民の方々からも、またか、もうう

んざりだなどと失望の声が聞かれます。どの政党で

あれ、政治不信を招く不正は許されるべきことでは

ありません。 
 今国会に公明党は、再発防止の議論をリードし、

政治資金規正法改正案を提出いたしております。そ

の中で最も厳しい公民権停止でございます。国会か

ら退場となります。総理からも前向きな答弁をいた

だいているところですが、この案が通れば、秘書が

やった、私は知らなかったでは済まされません。秘

書の責任は、雇い主の議員が責任を負うということ

になります。今後国政においてこの議論の動きを国

民の一人でもあります当市市民の多くは期待してい

ますので、国政の場で国民が納得する形でまとめて

いただけることを望みたいと思っております。さら

に、公明党は昨年末山口代表を先頭に新たな出発を

いたしました。野党であっても何でも反対ではなく

して、国民のために賛成できるものは賛成もしてま

いります。そして、日本の進むべき方向を新しい福
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祉、教育、平和をつくる人道の先進国、日本へと題

して、新ビジョンを発表しております。人道とはい

つ、いかなる状況にあっても人間としての尊厳を守

り抜くことであり、人道こそ政治の究極の目標と言

っても過言ではありません。私自身公明党の原点で

あります大衆とともにの立党精神に立って、４期目

残りの１年になりましたが、市勢発展と市民の皆様

の期待にこたえられるよう全力で取り組むことをお

誓いし、質問に入りたいと思います。よろしくお願

いいたします。 
 ①の市長の政治姿勢について伺います。高尾市長

が誕生して、早くも２期８年目の年を迎えました。

当市は本年で開基120年目、そして市制施行56周年

になります。これまで幾多の困難があったにしても、

財政危機ほど苦しく険しい道はなかったのではない

でしょうか。こうした思いについては、市長は執行

方針で深く語られておりませんが、どのような思い

であったのか、改めて市民の皆様にお聞かせ願いた

いと思います。昨年は政権交代が行われ、厳しい市

政運営、綱渡りを強いられてきた当市財政運営も、

地方交付税の増加などが見込まれ、新年度は事業規

模も大きくなりましたが、その分起債など臨時財政

対策債も増加いたしました。当初予算では10億6,14

6万円の市債でございます。財政健全化にするため

苦しんできましただけに心配でございます。市長は

まちづくりの主人公は市民であると基本姿勢を一貫

として貫かれてまいりましたが、将来への負担先送

りの懸念もございますので、ご所見を賜りたいと存

じます。また、市長は新年度のまちづくりのキーワ

ードに活力を掲げております。その中であらゆるこ

とに対し、前向きに活力を持って臨むことで、まち

を元気に、みんなが笑顔でいられるまちにしようと

呼びかけておられますが、現状は社会、経済の不安

定なこと、特に少子高齢社会が顕著にあらわれてい

る当市において、何をどのようにして活力を見出し

ていかれようとしているのか、もう少し具体的にお

考えをお示しをいただきたいと思います。 
 ②の平成22年度赤平市予算について。平成22年度

赤平市の予算編成は、政権交代によります政策への

影響が各所に出てまいりました。国の一般会計予算

は、公約の至上主義を貫こうとした結果、約92兆3,

000億円と当初予算段階では過去最大規模になって

しまいました。景気の低迷により税収がわずか約37

兆4,000億円しか見込めないことから、国債発行は

おおよそ44兆303億円、歳入全体における国債依存

度は48％と最悪でございます。そして、平成22年度

の赤平市一般会計予算案は、当初予算総額が87億1,

371万円で、前年度比では10億447万円の13％増であ

ります。２つの企業会計と９つの特別会計と合わせ

て166億3,031万9,000円規模になります。総体では0.

7％の増ですが、平成19年度から平成21年度の公的

資金借換債を除くと1.9％の増になりました。しか

し、市税収入は９億3,780万5,000円で前年度比2.

9％の減が見込まれ、起債発行額は10億6,146万6,00

0円、前年比12.2％の増で、歳入全体では87億1,371

万3,000円ですので、12.2％を占めております。公

約実現を最優先しようと赤字国債の発行をいとわな

い鳩山政権の展望なき財政運営、そして成長戦略な

き経済政策、そのことにより今後の地方への影響も

懸念されますが、そこで新年度の当市の市税収入減

に対し、起債の増額によります新年度のキャッシュ

フローと起債償還の担保について市長の認識をお伺

いいたします。 
 ③の当市の雇用状況について伺います。総務省が

１月末発表いたしました平成21年の完全失業率は5.

1％で２年連続悪化し、６年ぶりに５％台になり、

上昇幅は過去最大となりました。道内の完全失業率

は5.5％で前年比0.4ポイント上昇、有効求人倍率は

前年比横ばいの0.41倍となります。滝川ハローワー

ク管内の有効求人倍率は、本年１月末では0.33倍で

す。高校生の就職内定率も56.2％、短大生、大学生

などの就職状況については深刻な状況が続いており

ますが、当市の職員採用について新年度は大卒、高

卒枠も取り入れながら採用し、さらに緊急雇用対策

で40人の新規雇用の予算も確保されておりますが、

新卒者への配慮などは考えられているのでしょうか。
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また、当市の経済状況や若い人の雇用、失業の実態

をどこまで把握されておられるのか、伺っておきた

いと思います。 
 次、④、子育て支援について。児童手当は、公明

党が42年前に国会で提案し、昭和46年からスタート

して、連立政権に入ってから10年間で４回拡充し、

総額１兆300億円というところまで推進してまいり

ました。しかし、民主党は野党時代にこの４回の拡

充にすべてばらまきと反対を続けてきたにもかかわ

らず、平成22年度予算では、児童手当の枠組みを残

した子ども手当の導入は、児童手当の拡充としか思

えません。非常に違和感を覚えるものであります。

なぜなら、子ども手当は全額国費で賄うとして、そ

う総選挙で訴えてきたにもかかわらず、子ども手当

の財源の一部を地方自治体にも事業主にも負担を求

めたことは、言ってきたこととやることが違うので

はないでしょうか。全国の多くの首長さんが反発し

ているとおりであります。政府は、23年度以降の支

給については、恒久的財源の見通しがないまま、政

府資料にこのように述べられております。子ども手

当の財源に、所得税、住民税の扶養控除の廃止及び

特定扶養控除の縮小に伴う地方財政の増収分につい

て、最終的には子ども手当の財源として活用するこ

とが国民に負担増をお願いする趣旨に合致する、児

童手当の地方負担分についても国と地方の負担調整

を図る必要があるということですので、この点につ

いてのご見解と、今後の特定扶養控除の縮小による

当市への影響についてもあわせてお伺いいたします。

子ども手当について何点かお伺いいたします。児童

手当の受給者が３月もしくは４月に転入、転出をす

るケースは注意が必要ではないでしょうか。児童手

当には所得制限があり、子ども手当には所得制限が

ありません。申請免除や支給開始月の取り扱いや、

子ども手当の新規対象者、中学生、生活保護世帯の

取り扱いなど申請や認定、支給関係について、市民

への説明と周知徹底などどのように行おうとしてい

るのか伺います。また、子ども手当は里親に養育さ

れている子供などは支給対象外になっていることを

我が党の富田衆議院議員が予算委員会で指摘いたし

ました。差別的な扱いを断じて許さないと訴える里

親の切実な声を踏まえたもので、鳩山総理ももっと

もだ、そのようにしたいと答弁していますので、周

知徹底を求めたいと思います。 
 ⑤、介護保険について伺います。介護保険制度の

開始から10年が経過いたしました。だれもが長寿を

喜び、安心して暮らせる社会の実現は、政治に求め

られている最重要課題であります。そうした社会の

実現に向けて、公明党は全国3,000人を超える議員

がネットワークを通じて47都道府県で昨年11月から

12月にかけて介護にかかわるアンケート調査を行い、

全国で10万件を超える現場の声が寄せられました。

市民の皆様の声を初め、介護サービス利用者や家族

の皆様、介護事業者や介護従事者の方々、さらには

全国市町村の65％に当たる自治体からも回答が寄せ

られました。制度の問題点として、１つ目は、要介

護者の家族調査では、介護保険料について負担を感

じるが69.8％にも達しています。２つ目としては、

自宅で介護を受けている人のうち困っていることは

何かとの問いに、介護する家族の身体的、精神的、

経済的負担が大きいが最も多く35.8％、介護施設の

入所待ちは11.2％でした。そして、さらに介護事業

者の介護職員処遇改善交付金への対応では、一時金

の支給を行い、今後の様子を見るが50％を超えてい

ます。そして、介護従事者の平均勤務年数は２年以

上働いている人が24％で、離職者の高い原因につい

ては仕事内容に比べ、賃金が安いが約８割を占めて

います。全国市町村への調査では、施設等の不足、

人材確保、介護予防が進まないなどが40.3％が課題

であるとしました。公明党では、この総点検の結果

を踏まえ、去る２月25日、新しい介護制度の再構築

を目指して新・介護公明ビジョンを発表し、鳩山総

理に提出いたしました。その中で７つの視点から、

高齢者が住みなれた地域で安心して老後を暮らせる

社会を目指すための12の提案と、早急に実施すべき

64の対策で構成されております。７つの視点は、ま

ず１点目、団塊の世代が75歳以上となる2025年まで
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に施設待機者を解消する、２点目、在宅介護の支援

を強化する、３点目、介護保険制度の利用者負担の

見直し、４点目、介護従事者の処遇改善、５点目、

ケアつき住宅の拡充、６点目、介護事業の抜本的な

運営の改善、７点目、公費負担の拡大であります。

鳩山総理は提言を大いに参考にする、早速厚労省に

検討を促したいと述べており、公明党は自助、共助、

公助の調和のとれた協働型福祉社会を目指します。

そこで、伺いたいことは、現在当市の本年１月末の

65歳以上の人口は4,891人となり、高齢化率37.7％

になりましたが、平成25年度予想についてどのよう

な推計になるでしょうか、お示しいただきたいと思

います。また、当市でアンケートに挙げた中で聞か

された声として若い職員さんからは、仕事を求め他

市から来た方で、結婚して出産したら働けない。託

児所があれば赤平で働き続けたいと言いながら、ご

主人の実家へ戻られました。雇用の需要がある24時

間勤務の介護、医療現場で働く方々に、当市として

今後の課題ではないかと思いますが、地域力をつけ

ていく観点からも、人口の定着を図る上からも対策

を講じなければならないのではないでしょうか、お

伺いいたします。また、現在介護施設等の入所待機

者数は、実質何人になっておられるのでしょうか。

また、その改善策についてのお考えも伺います。介

護職員の処遇改善について、その実態はどのように

把握されておられるでしょうか。さらに、介護予防

への取り組み状況と、今後の対策と、当市の抱える

課題についてもお伺いいたします。 
 ⑥、保健事業について伺います。初めに、女性特

有のがん検診について伺います。女性に特有の乳が

ん、子宮頸がんについては、診断と治療の進捗によ

り早期発見、早期治療が可能となりました。このよ

うな状況から、受診、検診のきっかけづくりに国と

して平成21年度に実施された無料クーポン券の取り

組みがありました。乳がん、子宮頸がんの無料クー

ポン券は５歳刻みであり、公平性を保つためには最

低でも５年間の事業継続が不可欠であります。国の

22年度予算では、事業仕分けで140億円も削られ、

地方負担を半分求められました。女性の命がかかっ

ているこの事業、鳩山総理は命を守りたいと24回も

叫びましたが、非常にむなしく聞こえました。当市

は、新年度において実施していく予算を組んでおり、

対象の女性に朗報でありますが、当市の負担はおよ

そ75万円ぐらいになると伺っております。市長は、

復活を求めてはいかがでしょうか。当市として明年

度以降も継続していただきたいと思いますが、あわ

せてお伺いいたします。次に、子宮頸がん予防ワク

チンについて伺います。近年若い女性の子宮頸がん

が急増し、ウイルスによって感染するこの病気は死

亡率が高いため、海外では100カ国以上で予防ワク

チンが承認され、大きな効果を上げております。日

本でも昨年12月に発売が開始され、10歳以上の女性

に予防接種が可能となりました。ところが、この予

防ワクチンは６カ月ぐらいの間に３回の接種が必要

で、費用が４万円から５万円と高額になります。し

かし、子宮頸がんは予防のできる唯一のがんであり

ます。他市の公費助成の実施経緯は、子宮頸がんに

罹患した場合の医療費や労働損失はワクチン接種に

係る費用の約２倍であるとの研究、報告がもとにな

っているようです。自治医科大学附属さいたま医療

センター教授は、経済的側面からも費用対効果の検

証が重要と述べられております。女性のだれもが明

るく、元気に地域で活躍できることが当市の活力に

寄与するのではないでしょうか。また、女性のだれ

もが平等に予防接種受けられるよう当市としても公

費助成を行い、対策を講じるべきと思いますが、い

かがでしょうか、お伺いいたします。次は、安心し

て子供を産み育てられる環境づくりとして、妊婦健

診について新年度も14回実施すると述べられており、

このことにつきましては大変評価できるものであり

ます。経済的に困難な方も健診を通し、健康体で出

産に臨めることに寄与するものと思います。今後の

交付税措置も含め、さらなる継続について伺います。

そして、ヒブ及び肺炎球菌ワクチンへの公費助成に

ついても伺います。細菌性髄膜炎は、乳幼児期に重

い後遺症が残り、死亡に至るおそれが高い重篤な感
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染症で、その原因の75％がヒブ、ヘモフィルスイン

フルエンザ菌ｂ型と肺炎球菌によるものと言われて

おります。細菌性髄膜炎は早期診断が困難なことと、

発症後の治療には限界があることなどから罹患前の

予防が重要で、ヒブや肺炎球菌による細菌性髄膜炎

については乳幼児期のワクチン接種により、効果的

な予防をすることが可能であるとのことでございま

す。世界保健機関もワクチンの定期予防接種を推奨

しており、90カ国以上で実施されております。こう

した国々では、発症率が大幅に減少しているようで

す。ヒブワクチンは平成20年12月に販売開始となり、

小児用肺炎球菌ワクチンも昨年10月に国内で承認さ

れ、本年２月24日に販売開始になったと伺っており

ます。ワクチンは、全額自己負担のため、経済的な

負担の重さが指摘されています。だれもが安心して

医療を受けられるために、公費助成の流れが各自治

体に出てきております。細菌性髄膜炎は、救命でき

ても約25％が脳に後遺症が残り、発症年齢は生後３

カ月から５歳ごろまでに多く、さらに70歳以上でも

多いとされており、決して侮れない、警戒すべき感

染症であるということから、小児期だけでなく、高

齢期まで肺炎を妨げる効果が続く利点があるため、

公費助成については全国の自治体において広まりも

出てきているところであります。当市としても公費

助成に取り組むべきではないかと思いますが、ご見

解をお伺いいたします。 
 次、⑦の農業の取り組みについて。戸別所得補償

制度について伺います。大きく変わる日本の農業政

策と赤平市への影響について。食料自給率の向上、

農業経営を目的として、戸別所得補償制度が新年度

から、まずモデルとして米を対象に始まります。生

産調整に協力する農家に、全国平均の米生産量と販

売価格の差額に相当する10アール当たり１万5,000

円を米価水準にかかわらず全国一律に直接支払う仕

組みでありますが、当市でこの仕組みに参加する農

家、しない農家があるのでしょうか。参加しない農

家があるとしましたら、何戸あるのでしょうか。そ

の理由は何なのでしょうか。新制度のもとでは麦、

大豆、野菜などの転作作物に対し、これまでと比べ

て補償額は大幅に減額になると思われますが、当市

農業にとっては転作作物は生産できないのではない

かと危惧いたしますが、どのようなご見解お持ちで

しょうか、お伺いいたします。また、赤平市の小規

模農家数、経営耕地面積５ヘクタール未満は、平成

20年では総農家数133戸に対し、92戸で69％を占め

ています。後継者のいる農家は７戸、わずか5.2％

にしかすぎません。新規参入者もいない中、高齢者

も多く、担い手がいなくなってきているのが現状で、

お金だけではなく、後継者対策が何よりも急務と思

います。当市農業の繁栄は、生産者の後継者育成、

担い手対策が重要ではないかと思いますが、市長は

当市農業に対し、どのような認識と対策をお持ちに

なっているでしょうか、お伺いいたします。 
 次、⑧の林業の取り組みについて伺います。森林

は、水がめと言われております。環境問題に大きく

かかわっており、あらゆる生物の生命にかかわる水

環境であります。健康な水は、元気な森林でなけれ

ばなりません。この森林をいかにして守っていくの

か。山を守る原則は、森林整備の間伐と利活用、さ

らには新たな森をふやす植林であります。その取り

組みは、作物をつくる大切な農地にも影響が及びま

す。当市の森林整備ではこれまでも取り組みはされ

てきておりますが、さらにＣＯ２を吸収する木を元

気に育てるための整備に総力を挙げてもいいのでは

ないかと思います。鳩山総理も地球温暖化防止のＣ

Ｏ２削減を1990年比25％と野心的な打ち出しをして

おります。当市も森林整備に力を入れていかれるこ

とは、こうした国の取り組みにも大きく寄与するも

のと思いますが、ご所見をお伺いいたします。 
 次、⑨の住宅環境整備について伺います。公営住

宅については住宅マスタープラン、また公営住宅等

長寿命化計画を基本に、高齢者等に配慮した良好な

住環境整備を進めるとされておりますが、そこで当

市ではシルバーハイツがあり、高齢者住宅としてこ

れまで歓迎されてまいりましたが、入居時点は皆さ

ん元気でハイツ内は活気がありましたが、年数とと
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もにその活気が失われつつあります。同じ集合住宅

に子育て、高齢世帯、障害者世帯の入居のできる混

在型も、少子高齢社会という時代の流れから考えて

いく必要があるのではないかと思います。政府が進

めていこうとされている高齢者等居住安定化推進事

業の創設があります。子育て、高齢、障害者世帯な

どの混在型で支援施設つき住宅の整備などの促進が

図られております。市長が言われております、とも

に支え合える地域社会づくりという観点からもご見

解をお伺いいたします。さらに、人口減少と空き家

対策について伺います。当市の人口減少は、世帯減

少にもあらわれ、町内地域の中に放置された空き家

が目立ってきております。新年度事業のあんしん住

宅助成事業に、老朽住宅除去工事の費用の一部助成

が盛り込まれております。こうした事業が空き家と

なっている持ち主の方に有効活用していただければ、

その近隣の方々の衛生面や生活環境の面からも、安

心、安全というまちづくりの観点からも、当市とし

て取り組んでいく必要があるのではないかと思いま

す。私のところにも冬は雪問題、雪がなくなれば動

物の出入りや生い茂る雑草で悩まされているとの苦

情の相談もあります。こうした空き家実態について

どこまで把握されておられますか、またその対策に

ついてお考えを伺いたいと思います。 
 ⑩、病院事業について伺います。市民の皆様にと

って、地域の中核医療施設としてなくてはならない

病院事業でありますが、このたび資金不足比率の悪

化により経営健全化計画の策定に至りました。平成

24年以降の単年度の収支均衡を目指し、縮小を余儀

なくされますが、その中で今後は市民病院として患

者さんのための医療をどこまでできるかにかかって

いるのではないかと思うわけです。計画を実行する

に当たり、さまざまな改革に取り組まなければなら

ない状況が想定されますが、準備期間であります本

年から２カ年の病院改革が重要になります。病院事

業管理者として長年にわたり赤字を抱えた病院再建

に取り組んだ実績を残されてきた小児科医師の先生

は、「病院経営は人なり」という本を昨年出版され

ました。その中で事業の収支均衡を図るためのすべ

ての改革は、現場の声を酌み上げ、病院経営に反映

させていくことこそよい医療への改革の近道である

と、また公立病院の経営に民間企業の当たり前の経

営感覚を取り入れ、日々の業務に、職員にコスト意

識を持たせ、企業にとってのお客さんと同じように

病院にとって最も大事なものは患者さんであるとい

う基本を守り、収入をふやすことに努め、土曜日も

開院したと言われております。また、現場で働いて

いる医師初め職員の皆さんが自分たちの病院を自分

たちで守ろうという職場を愛する気持ちを持てるよ

うに導いていくリーダーが必要とも言われておりま

す。こうした意識改革をどのように、だれが責任を

持って進めていかれるのでしょうか。市長は設置者

として限界という一般会計からの繰り入れをするわ

けですから、今回の経営健全化計画を実効性のある

ものとするためには、公立病院としても大きく変わ

っていかなければならないわけでございます。さら

に、経営に精通する職員を育てることも大事ではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。また、病院

現場で働いているお医者さん初め全職員の皆さんに

どのような意識改革を望みますか。また、このたび

の経営健全への立て直しに現場に出向き、励ましの

声をかけてはいかがでしょうか。さらに、２年後の

平成24年には公営企業法の全部適用への移行で、ど

こまで権限の移譲を考えておられるのでしょうか、

またどのような期待を持たれるでしょうか、あわせ

てお考えをお伺いいたします。 
 次の教育行政執行方針について伺います。これま

でも質問してまいりました経過がございますので、

端的にお伺いいたします。①の読書活動について。

執行方針では、学校教育はもとより子供たちが一層

読書に親しむことができる環境づくりに取り組むと

ございます。読書は、人の痛みを想像し、思いやる

力といった人間性を養う源泉で、課題は読書等に親

しみを持ってみずからがいかに取り組むかにかかっ

ているわけでございますが、当市は民間からの図書

購入の寄附があり、今後はさらに読書環境も整って
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まいります。児童生徒に読書を薦めるに当たり、学

校での対策として朝の読書運動が有効とされている

のですが、道内の実施率は46％で、全国平均を大き

く下回っている現状にあります。朝の読書が定着し

た学校では、読解力の向上だけではなく、子供たち

に落ちつきが出てきた、遅刻やいじめが少なくなっ

たなどの効果が報告されております。当市の学校で

の朝の読書運動の取り組み状況と子供たちが１カ月

に読む読書量についての実態と、またその対策につ

いて伺いたいと思います。 
 ②、学校支援地域本部の事業について伺います。

昨年の答弁では、学校支援地域本部の仕組みを使っ

て、子供の登下校時の安全確保について統一して実

施をしたい、具体的には青少年問題協議会の育成部

会を柱として、町内会などにもお願いしながら、啓

発資料の配布等周知し、活動できるボランティアを

募り、全市的に広げたいとありました。今月の３月

広報の折り込みに、始めよう、学校支援との見出し

でチラシが配布されております。その内容は、学校

支援事業とは、支援ボランティアとその資格につい

て、そして支援ボランティアになるには、そしてま

た活動種類の５点について説明されております。啓

発チラシとしては端的にまとまって、わかりやすい

内容と思いましたが、市民の皆さんには情報として

伝わっても、なかなか個人から名乗り出るのは現実

厳しいのではないかと思われます。青少年問題協議

会の育成部会が柱となっておられるようですが、こ

の１年間の取り組み状況についてと、今後さらにす

そ野を広げるための取り組みと、あわせて伺いたい

と思います。学校支援地域本部事業の考え方は、現

場の先生に少しでもゆとりを持ってもらうために、

教育支援に地域住民がお手伝いできることはないか

が発想でありますから、団塊世代なども含め、人材

確保や工夫が必要ではないかと思います。さらに、

受け入れ側の学校現場ではどのような状況なのでし

ょうか。また、課題も含め、今後当市に必要な内容

と、充実をどのようにお考えになるか、あわせてお

伺いいたします。 

 以上、１回目終わります。 
〇議長（獅畑輝明君） 高尾市長。 
〇市長（高尾弘明君） 順番にお答えを申し上げた

いと思います。 
 初めに、①の市長の政治姿勢についてということ

でございます。市長に就任して以来私８年目を迎え

るに当たりまして、これまでの行財政改革の取り組

みに対する思いというご質問でございますが、市民、

そして私にとりましても激動の８年間であったとい

うふうに感じております。特にこの５年間を振り返

ってみますと、平成17年度には市民会議を中心に市

民の皆様と約９カ月間に及ぶまちづくりと財政再建

の協議を白紙の状態から積み上げ、あかびらスクラ

ムプランを策定をいたしました。そして、そのプラ

ンをスタートしたやさきの18年度には、やみ起債と

報じられました産炭地基金問題が発生をしまして、

赤平市財政健全化計画の策定を余儀なくされました。

19年度には、新たな財政健全化法が制定されたこと

を受けまして、連結実質赤字比率が基準を大幅に上

回り、財政再生団体入りが危惧される中で財政健全

化計画の改訂版を策定し、実行してまいりました。

住民負担の引き上げや、歴史や思い入れのある公共

施設を統廃合し、職員の退職を促すような制度をつ

くらなければならない、非常につらい立場であった

というのが本音でございます。しかし、まちのかじ

取り役として将来を見据えたとき、意を決して改革

を進めなければならなかったわけでありますし、そ

れらのことが今の赤平市を支えているというふうに

思っております。改めてこれまでの議員各位並びに

市民の皆様、そして職員の絶大なるご理解とご協力

に深く感謝を申し上げたいと思います。特に市民の

皆様がこうしてご理解をいただけたのも、私はあの

スクラムプランのときに、ある意味ガラス張りの状

態で市民との協議の内容や行政の実態をお知らせし

たことがやはり大きな糧となっていると感じており

ます。そうした意味では、今後も住民の皆さんとの

対話や情報共有をしっかりと行ってまいらなければ

ならないと思いますし、第５次赤平市総合計画を市
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民の皆さんとともに力を合わせ、着実に実行してま

いりたいと考えているところであります。次に、市

債、地方債についてでありますが、平成22年度の市

債総額は10億6,146万円でございますが、そのうち

地方交付税の振りかえ措置であります臨時財政特例

債が６億1,586万円となっており、これにつきまし

ては100％交付税措置となりますために、実質公債

費比率並びに一般財源に全く影響しないものでござ

います。また、これを差し引きました建設事業債が

４億4,560万円でありますが、このうち元利償還金

の70％が交付税算入となります過疎債が３億7,670

万円を占めておりますので、実質単独費としての市

債額は１億8,191万円でありますので、将来負担に

対して私は過大な借金ではないというふうに判断を

しておりまして、常に実質公債費比率を意識した中

で事業選択を行っております。ただ、市債自体の問

題は別に、地方交付税を補てんするために臨時財政

対策債が発行されておりますが、この発行そのもの

が国として適切であるのかどうかということはある

かと思います。次に、活力について具体的にという

お話でございますが、第５次赤平市総合計画のサブ

タイトルは活き生きプラン21、キャッチフレーズが

あふれる笑顔、輝く未来を創造するまちであります。

私は、まずここを目標にまちづくりを進めていく決

意でございます。そのスタートの年として創造する

力、行動する力の活力が最も重要であると考えてお

ります。地域主権型社会を推進するには、行政だけ

ではなく、ある意味行政以上に市民の皆さんのパワ

ーが必要となってまいります。今後は住民自身の責

任も一層強まってまいりますので、住民が一方的に

行政から押しつけられるのでは責任のとりようがご

ざいませんので、まずはまちづくりの話し合いの場

に参加いただくこと、そして考えていただき、行動

していただくことが大切であります。まちづくりは、

プラン・ドゥー・チェックと言われるように考え、

行動し、評価する、考え、行動し、評価する、これ

を繰り返すことでよりよいものへと変化してまいり

ますので、市政執行方針の中で申し上げましたよう

に市民も行政もいま一度原点に立ち返って、多少の

失敗を恐れず、スクラムを組んで、前進してまいり

たいと考えております。 
 次に、②の平成22年度赤平市予算についてでござ

いますが、申し上げた内容と一部重複するかもしれ

ませんが、お答えをさせていただきます。公共建設

事業を実施する際には、常に効果的な財源を最大限

活用するよう努めているところでございます。平成

22年度におきましては、各種補助金等のほかに、こ

れも再三申し上げておりますが、平成23年12月まで

の時限が定められております空知産炭地域総合発展

基金を活用し、さらに市債の導入に当たりましては

平成28年３月31日までの６年間延長が決まりました

過疎法に基づく過疎債を優先的に充当するなど、一

般財源を最小限に抑えるよう予算化に努めておりま

す。また、22年度の公的資金借換債を除く実質的公

債費では前年度比5,299万9,000円、5.5％の減少と

なっております。特に行財政改革を進めている近年

の状況からいたしますと、公共建設事業を大幅に圧

縮してきたことに伴い、公債費も同様に減少してい

る状況であります。さらに、産炭地基金の助成が終

了した後の24年度以降の公共建設事業は総事業費と

して、昨日申し上げましたが、年間５億円程度で推

移していくと予想されますので、市債についても当

然減少していくということになろうかと思います。

以上のことから実質公債費比率も20年度決算では22.

6％という状況でありましたが、22年度決算見込み

といたしましては、起債許可に当たって北海道知事

の許可を要しない18％未満となる見込みでございま

す。こうした状況から22年度の市債額は決して私は

過大ではないと判断しておりまして、確実に償還で

きる範囲内であるというふうに考えております。し

かし、先ほども申し上げましたとおり市税のほかに

国の地方交付税のあり方や国債を増発したことによ

る影響が今後どのような形で地方へ影響を及ぼすの

かしっかりとやはり見てまいらなければなりません

し、当市の財政規模や財政指標を常に念頭に置きな

がら財政の健全化を進めてまいりたいと考えており
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ます。ご理解賜りたいと思います。 
 次に、③の当市の雇用状況についてお答え申し上

げます。雇用情勢は、依然として厳しい状況が続い

ています。こうした厳しい経済雇用情勢のもと、22

年度における当市の雇用対策として、これも再三申

し上げておりますが、直接雇用また委託事業合わせ

て17事業で、40名の雇用創出に努めたところでござ

います。また、赤平高校の卒業生の生徒さんの31名

の進路状況でございますが、若干その後動いている

かもしれませんが、31名中進学が９名、就職につき

ましては聞いた時点では16名が決まっているという

ことでございまして、勤務地につきましては近隣市

町と合わせて道内が11名、市内が５名というふうに

なって、なおかつ今進めている話ということを先般

校長から伺っておりましたが、現段階ではおおむね

80％の方の進路が決まっておりまして、就職率が大

変厳しい中におきまして、この赤高の80％の率とい

うのは大健闘ということで、関係者の皆さん方のご

努力に感謝申し上げたいと思います。現在も面接中

あるいは就職活動されている方もおりまして、今後

とも教育委員会と連携を図りながら、より正確な実

態の把握に努めさせていただきたいと思います。そ

れから、緊急雇用の40名の新規雇用に関しまして、

新卒者への配慮というお話でございましたが、率直

に申し上げまして、この緊急雇用の目的はやむなく

失業された方への雇用がメーンということになって

おりまして、正直言いまして、業務内容から見まし

て、私も改めて見ましたが、やはり新卒の方には向

くような業務内容ではないというふうに考えており

ます。また、お話もございましたが、22年度久しぶ

りにこの赤平市の職員採用をさせていただきました

が、高校の新卒が２名、大学の新卒２名、合わせて

４名の方でございますが、すべてが赤平、偶然なの

ですが、赤平の出身者ということでございまして、

こうしたこともやはり少しでも若年層の雇用対策に、

わずかですけれども、なったかなというふうに考え

ております。今後におきましては、地方交付税措置

されます地域活性化・雇用等臨時特例費の増額が見

込まれました際には、今度は若年層も含めた雇用創

出に向け、新たな事業を検討してまいりたいという

ふうに考えております。よろしくご理解いただきた

いと思います。 
 次に、④の子育て支援についてでございますが、

子ども手当につきましてはご承知のように中学校終

了までの児童を対象に、22年度は１人につき月額１

万3,000円、23年度以降は月額２万6,000円を支給し

ようというものでございます。22年度分につきまし

ては、児童手当の負担の範囲内で地方自治体が財源

を負担することになりましたが、この負担分につい

ては交付税措置がございます。23年度以降について

の財源につきましては地方負担を含め、詳細明らか

になっておりませんが、私どもとしてはやはり全額

国庫負担となるようもう市長会等でも既に国に対し

て要望しているところでございます。また、特定扶

養控除の縮小についてでございますが、平成23年度

分の所得税及び24年度分の住民税から16歳以上19歳

未満の扶養控除の上乗せ部分が廃止されることにな

ります。この特定扶養控除の縮小の影響でございま

すが、当市の該当者は約300人でございまして、所

得税で税率５％といたしますと、税額として１万2,

500円、また住民税、税率６％といたしますと、税

額7,200円の増税になるという試算でございます。

次に、子ども手当の周知についてでございますが、

個別の案内、あるいは広報につきましては法施行日

以降から取り扱う旨国のほうから指示をされており

ますことから、法施行日以降に広報で数回、また新

規該当者へは個別通知を行うということで予定をさ

せていただいております。また、児童手当では児童

福祉施設に入所している児童、さらに里親に養育さ

れている児童は対象外となっております。子ども手

当におきましても児童手当と同様の取り扱いの予定

でしたが、２月25日現在児童福祉施設に入所してい

る児童につきましては、子ども手当相当額が行き渡

るような措置を検討中である旨国から通知がござい

ます。里親に養育されている児童につきましては特

に通知はいただいておりませんが、詳細について不
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明の部分もございまして、今後動向を十分見てみな

がら対応をしてまいらなければならないと思います。

よろしくお願い申し上げたいと思います。 
 次に、⑤の介護に係る実態について申し上げます。

まず、お尋ねの65歳以上の人口についてであります

が、申し上げるまでもなく当市におきましては急速

な少子高齢化が進みまして、65歳以上の人口比率は

全国平均をはるかに超えておりまして、第５次総合

計画の中では平成25年度における65歳以上の比率は

約40.3％になるというふうに推計をいたしておりま

す。次に、お話ございました24時間対応の託児施設

についてでございますが、医療職場あるいは介護職

場におきましては24時間体制で業務を行う職場であ

りますので、乳幼児を抱えている方々に対し、子供

さんの養育環境を整えるということは、子育て支援

のみならず、人手不足となっている介護職場での人

材確保にも重要であるというふうに考えております。

しかし、正直申し上げまして、この開設に当たって

はさまざまなやはり難しいハードルもあるというこ

とも実態でして、これにつきましては今後の検討課

題というふうにさせていただきたいと思います。次

に、介護施設等の入所待機者についてでありますが、

これかなり重複していますので、おおよそ150名く

らいの方々が入所を待っている状況というふうに推

測をいたしております。また、その改善策について

でございますが、受け入れをする介護施設の整備、

さらに在宅におけるサービスをより充実させていく

ことが重要ではないかと、当たり前といえば当たり

前のことなのですが、そういうことが重要と思って

おりますが、施設がしかし充実していきますと、反

面介護保険料の上昇につながって、個人負担がふえ

ていくという可能性があり、負担が大きくなること

でサービスを受けない方も発生するという懸念もご

ざいますことから、やはり国に対しては公費負担の

拡大を求めていくということが必要と考えておりま

す。次に、介護職員の処遇改善でございますが、市

内の介護事業者におきましては介護職員処遇改善交

付金等を活用し、処遇改善を図っておりますが、現

在の第４次介護保険計画以降においてもこの交付金

制度が継続していくのかどうか、この部分が不明、

不透明ということでありますことから、基本給の引

き上げではなく、お話もございましたが、一時金や

手当の増額で対応していると、こういう状況でござ

います。この制度が継続し、処遇改善へつながって

いくように今後もやはり国に要望してまいりたいと

思います。次に、介護予防への取り組みについてで

ありますが、包括支援センターでは高齢者が介護を

必要とする状態になることを予防し、また介護を必

要とする状態になっても可能な限り住みなれた場所

で自立した生活ができるよう支援を行っております。

生活機能が低下し、近い将来介護が必要となるおそ

れのある方を特定高齢者と認定して、その方々を対

象に通所型介護予防事業を行い、運動機能や口腔機

能向上プログラム等による生活機能の向上を図って

おり、さらに高齢者を対象にした健康教室や講演会

の開催によりまして、介護予防の普及啓発を図って

いるところでございます。介護予防は、生活機能が

低下していると判断された方だけではなく、またま

だ低下していない段階から予防の知識を広めていく

ことが重要であり、その方々を対象とする介護予防

教室の開催が必要とされますほか、認知症を正しく

理解し、そして支援していく認知症サポーター養成

講座を引き続き開催をし、認知症の予防や理解を深

め、ともに地域で支え合うという住民意識をはぐく

んでいくことが重要でございます。また、特定高齢

者に認定されていても、介護予防事業へ参加しない

方々をいかにして参加に導いて、介護予防を図って

いくかということも大変な大きな課題となっている

ところでございます。 
 次、⑥、保健事業についてお答えいたします。何

点かございますが、初めに女性特有のがん検診につ

いてでありますが、22年度におきましても実施する

予定で予算措置をしておりますが、ご質問ございま

したとおり国の22年度予算の中では国費負担が２分

の１しか計上されておりませんで、残りは自治体負

担とされる見込みでありますために、21年度同様に
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やはり全額国庫負担するよう市長会も既に国に要請

をしているところでございます。また、この事業の

対象者を５歳刻みで実施されておりますことから、

やはり公平を保つためにも今後も継続して実施して

いただくことが必要ではないかというふうに考えて

おります。次に、子宮頸がんワクチンについてであ

りますが、がん予防のためには検診の実施とワクチ

ン接種は大変大きな効果があるというふうに私も認

識をしております。市立病院におきましても本年２

月から希望者に対し、実施しておりますが、ワクチ

ンが高額なため接種費用につきましては１回１万4,

000円と設定しており、３回の接種が必要というこ

とで、非常にこの負担が重いということになってお

ります。現在国はワクチン接種についての検討会を

立ち上げまして、検討を進めていくとの見解を出さ

れておりますことから、今後国の動向を見きわめな

がら、私どもとしては公費負担について検討してま

いりたいというふうに思っています。次に、妊婦健

診でございますが、21年度より妊婦健診の助成回数

をふやしまして、14回の助成をさせていただいてい

るところでありますが、安心して子供を産み育てて

いくためにも健診の充実は重要でありますので、今

後も健診回数14回は維持していくべきものというふ

うに考えております。また、国からの財政支援につ

きましても、現在は補助金と一部交付税措置がされ

ておりますが、今後も維持されていくよう、これも

市長会は既に国に要請をしているというふうに把握

いたしております。次に、ヒブ及び肺炎球菌ワクチ

ンへの公費助成についてでありますが、この件につ

きましても疾病予防にはワクチン接種は有効であり

ますことから接種を推進すべきと考えますが、任意

接種とされていること、また高額な自己負担が伴う

ということで、接種が進んでいないという状況にあ

るようでございます。これらにつきましても子宮頸

がんワクチン同様に国は検討を進めていくというこ

とのようでありますので、私どもとしては状況を見

ながら判断をしてまいりたいと思いますし、公費負

担については国にぜひやっていただきたいというこ

とで、この点についても要望をしてまいりたいと思

います。以上でございます。 
 次、⑦の農業の取り組みについてでありますが、

近年農業を取り巻く環境は価格の低迷や原油、肥料

価格の高騰、さらに世界不況、天候不順の影響を受

け、農業所得の激減や農業従事者の高齢化による後

継者不足などが問題となっておりまして、耕作放棄

地もふえることも考えられ、現在の農業情勢という

のは大変厳しい時代というふうに思います。このよ

うな中、新政権による農業政策が４月より始まりま

す。そこで、新たな制度に参加する農家戸数、また

参加しない戸数、理由等でありますが、平成22年度

は全部で127戸のうち参加農家数は75戸であります

が、参加しない農家数は52戸の予定でございます。

農家の希望ですべての作物が転作であったり、自家

消費する野菜だけの作付などが考えられ、また高齢

化や後継者不足、さらに機械、施設等の更新の困難

による営農の縮小というようなことが参加しない理

由として考えられます。また、新たな転作助成事業

といたしまして、産地確立交付金から今度は水田利

活用持久力向上事業へと転換され、水田を有効活用

して麦、大豆、米粉、飼料用米等の生産を行う販売

農家に対しましては主食用米並みの所得を確保し、

直接支払いにより交付することとされ、生産調整に

参加しない農業者でも交付される事業でございます。

当市においては、作物の品種によって減収となる農

家も考えられ、基本的な交付単価見直しや減額とな

る地域における影響をできるだけ避ける措置として

激変緩和措置の単価調整を行い、今現在道と調整中

ということを聞いております。しかしながら、新政

権のもと始まります２本柱の政策につきましては、

正直まだ評価できる段階ではございませんが、しか

し安定した農業経営ができるよう価格の安定、自然

災害における補償、担い手の確保等が必要と考えら

れ、農業営んでいる皆さんが未来に向けて安心でき

るやはり農業制度の確立、いわゆる持続可能な農業

ということが、制度の確立が必要というふうに考え

ます。また、当市の小規模農家数は約４割を占め、
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後継者の担い手が少なく、年代を見ますと50代から

70代が約７割を占め、高齢者による営農が多く、将

来の農業経営は耕作放棄地がふえることも懸念され

ているところでございます。その一方では、平成14

年には、決して多くはございませんが、４名の若手

農業者によりましてＹネットあかびらというグルー

プが設立をされまして、現在１名ふえて５名で活動

行っておりまして、改良普及センターの職員による

技術指導、また市職員による農業制度の勉強会など

に取り組んで、今後の赤平市の農業の担い手として、

農業振興や農業の継承に大きなやはり私どもとして

は期待をしているところでございます。当市といた

しましても、後継者や新規参入者を含めまして、農

業の継承に向けまして、やはり担い手対策として農

業の経営や技術などを取得できる研修費、あるいは

農地、設備、資材等の経費などの助成制度について

も検討する必要があるのではないかというふうに私

は考えております。後継者は農業における大きな将

来の財産であり、担い手育成は重要な課題と思って

います。今後は、後継者や新規参入者の受け皿を確

保し、若手農業者などの意見を十分要望等を含めて

伺いながら、当市の農業振興に努めてまいりたいと

考えております。よろしくお願い申し上げます。 
 次、⑧、林業の取り組みについてでありますが、

鳩山総理は国連総会におきまして温室効果ガス25％

削減を示しました。森林は、最も二酸化炭素を吸収

すると言われており、また人々の生活や農業、工業

にとって重要な役割を持っております。そこで、当

市の森林整備につきましては、芦別市森林組合の協

力のもと市有林の森林整備を進めており、補助事業

による植栽や下刈り、間伐、さらには天然林改良の

補助事業も拡大され、国や道の支援も高まっており

ます。昨日もご答弁させていただきましたが、しか

しながら世界不況などによる木材価格の低迷により

森林の伐採や植栽が減少しており、当市といたしま

しても森林組合とともに森林所有者の理解を得るべ

く啓蒙活動をさせていただいているところでありま

す。また、市有林につきましても間伐、枝払い、つ

る切りを年次計画に基づき行っており、道の治山事

業による保育事業にも取り組んでいるところであり

ますが、手入れのおくれている区域もございまして、

森林密集地など保育管理不足が多いことから、22年

度よりにおきましては緊急雇用創出事業を活用いた

しまして立木調査を行い、計画的な森林施業計画を

立て、森林整備に努めてまいる予定であります。森

林は、果てしない機能と役割を持っています。森林

を生かすためにも、的確な森林計画と森林整備が必

要でございます。当市といたしましても、多面的な

機能が最大限発揮できるよう引き続き森林整備に努

めてまいりたいと思っております。 
〇議長（獅畑輝明君） 市長、答弁まだ残ってもお

りますけれども、休憩を挟みたいと思いますけれど

も、よろしいですか。 
〇市長（高尾弘明君） はい。 
〇議長（獅畑輝明君） 暫時休憩いたします。 

（午後 ０時０９分  休  憩） 
                       

（午後 １時００分  再  開） 
〇議長（獅畑輝明君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 
 高尾市長。 
〇市長（高尾弘明君） それでは、９番以降引き続

きお答えをさせていただきます。 
 ９番目、住宅環境整備についてでございますが、

本市では高齢者の方が自立した生活が長く続けられ

るよう福祉行政と住宅行政が連携を図る公的住宅と

してシルバーハウジング事業を実施し、平成元年に

建設をいたしました東雲団地を初め、４団地132戸

のシルバーハイツが建設されております。最初に入

居を開始いたしました東雲団地は20年ほど経過をし

ておりまして、さらに入居者の高齢化などもあり、

多くの方が階段の利用に困難を来たし、自立した生

活に支障が見受けられましたことから、ご承知のよ

うに昨年いす式の階段昇降機を設置いたしましたと

ころ、外出を楽しむことができるようになったと入

居者から大変喜んでいただいておりますが、これか
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らの高齢者の自立した生活の維持は大変難しい問題

と改めて認識をいたしているところでございます。

平成22年度国土交通省の予算におきまして、高齢者

等居住安定化推進事業が創設をされましたが、高齢

者、障害者及び子育て世帯が安心して生活できる住

環境等の整備によりこれらの世帯の居住の安定を推

進することを目的といたしまして、民間事業者に対

しまして国が事業の実施に要する費用の一部を直接

補助し、支援する事業内容となっております。本市

におきましても、今後そのような民間による事業展

開の可能性なども検討してまいりますが、現在進め

ております公営住宅建替事業では、住宅マスタープ

ランなどに基づきまして、各地区でのふろなし住宅

解消を目指しながら、団地地区において最も適した

場所への集約、建てかえを計画的に行い、耐用年数

を超えた団地は用途廃止するなど重点団地を定め、

建替団地の建設を推進いたしております。また、今

後の住棟の建設内容につきましては、１ＬＤＫ、２

ＬＤＫ、３ＬＤＫと３タイプを混合することにより

子育て世帯から高齢者世帯までが入居可能であり、

さらに車いす使用者も生活に支障がないよう一戸住

戸のバリアフリー化及び生活しやすいユニバーサル

デザインを採用し、一つの住棟において高齢者、障

害者、子育て世帯がともに生活することができる混

在型の公営住宅建設を推進してまいりたいと思いま

す。人口減少と空き家対策についてでございますが、

本市におきましても家屋の老朽化や所有者の転居な

どによる空き家が多くなってきており、平成19年時

点での調査ではありますが、農村部、山間部を除い

た市内に約70戸の空き家がございます。その中には

老朽化が進んでいるものもあり、地域の安全な環境

上、また特に冬期間は落雪の危険など問題もありま

すが、空き家所有者の中には市外在住者の方もおら

れますことから緊急時に連絡がつきにくいことなど、

また個人の財産でありますことから行政での対応に

も制限があり、対応に苦慮しているというのも実態

でございます。そのような状況下ではありますが、

少しでも改善が図られるよう老朽住宅除却の促進に

向けて、平成22年度に実施をいたします建物の耐震

化や住宅改修による居住の向上などを目的として費

用の一部を助成をいたしますあんしん住宅助成事業

において、類似制度では余り例のない老朽化した住

宅の除却についても一部助成を行う内容としており

ますので、今後助成事業の活用が促進するよう広報

紙やホームページによるＰＲ、また現状の把握や緊

急時の対応などについて町内会等のご協力、関係機

関と連携を図りながら、改善に向け、努力してまい

りたいと思います。住環境整備や産業振興、少子化

対策とともに重点プロジェクトとして位置づけてお

りますので、これからも住みやすい住環境整備に努

めてまいりたいと思います。よろしくご理解賜りた

いと存じます。 
 最後に、10番目の病院事業についてお答え申し上

げます。今回の経営健全化計画を実効性あるものに

していくためには、やはり病院全職員が自分たちの

病院は自分たちで守っていくと、こういう強い意識

を持つことが大切でございますと、そういうお話で

ございます。私も従前からそういう考え方でござい

まして、同じようなことを職員の方に、皆さんに言

ってきたこともございます。やはり職員一人一人の

意識が変わらなければなりません。全職員が同じ目

標に向かって一丸となって進んでいくということは

正直言って難しい面もございますが、しかし情報の

共有、連携の強化、目標の設定等を含めまして、今

後の市立病院のあり方を全職員が理解するよう、よ

り一層各種委員会等を機能させながら意識改革につ

なげてまいりたいというふうに考えております。ま

た、経営に精通する職員の育成、配置についてのご

質問でございますが、全部適用に向けましての大変

重要なことでございますが、これまた大変人材含め

て大きな課題でございまして、全適に向けましての

課題というふうにさせていただきたいと思います。

また、市長自身の職員に対する声かけにつきまして

は、私も会った際には声をかけることもございます

が、一層今後そうしたことについて心してまいりた

いと思います。また、地方公営企業法の全部適用す
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るに当たって、どこまで権限を与えるかということ

でございますが、人事、組織、財務と全部適用いた

しますと、病院に与えられる権限、責任というのも

今まで以上に大きいものとなってまいりますが、十

分ひとつ協議、検討してまいりたいと思います。い

ずれにいたしましても、この経営健全化計画を進め

るに当たりましては、院長以下全職員が病院全体の

目標としてこの全部適用についても十分協議、検討

し、理解を深めた上で、理解をしていただいた上で

進めてまいらなければならないというふうにとらえ

ておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思

います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
〇議長（獅畑輝明君） 渡邊教育長。 
〇教育長（渡邊敏雄君） 教育行政執行方針につい

てお答えをいたします。 
 １点目の読書活動についてでありますけれども、

議員ご指摘のとおり読書はよき人間性をはぐくむ上

で極めて有益なものでありますし、子供のころから

読書に親しむ環境を整えることが人間形成にとって

重要なことであるという認識につきましては、私と

しても賛同するところであります。そのため市では、

財政状況の困難な中でも21年度予算から学校図書費

の大幅な増額を行っております。少しでも子供たち

に良質な読書環境を提供するように配慮しており、

22年度の予算においても同様の予算を確保している

ところであります。また、図書館においては、民間

のご寄附を効果的に利用して、図書の整備に努めて

いるところであります。そこで、本市の学校での朝

読書についてでありますけれども、小中学校の一部

でありますけれども、取り組みを行っていますが、

読書についてはその効果が多大であるということか

ら、各学校では朝読書に限らず、読書全般にわたっ

て取り組みを進めているということであります。市

教委としては、今後においても図書費の確保にとど

まらず、読書のいわば習慣づけについても引き続き

各学校を指導してまいりたいというふうに考えてい

ますので、ご理解をお願いをしたいというふうに思

います。 
 次に、学校支援地域本部事業についてであります

が、学校支援地域本部事業というのは議員ご指摘の

とおり学校、家庭、そして地域が一体となって、い

わば地域ぐるみで子供を育てる体制を整えるという

ことを目的にして始まった事業であると。事業には、

いろんな形態があります。さまざまな分野で地域の

力を活用することになっていますが、それらも学校

での受け入れのニーズがなければ、活用するに至ら

ないということであります。そのため市では、支援

活動としてだれもができる事業、本市では登下校時

の見守りを行うということとして、青少年問題協議

会から育成会、そして防犯協会に呼びかけ、協力を

お願いをしているというところであります。このた

びは、関係団体ばかりでなく、それ以外の皆様にも

この事業を知っていただくために３月広報でチラシ

により周知させていただいたところであり、今後も

より多くの市民が学校活動に支援していただきます

よう一層周知をしていきたいというふうに考えてい

ますので、よろしくご理解をお願いをしたいという

ふうに思います。 
 以上です。 
〇議長（獅畑輝明君） 五十嵐美知さん。 
〇１番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 それぞれただ

いまお答えいただきまして、おおむね理解いたしま

した。 
 その中で細かいことにつきましては、予算審査の

中でまたさらに伺ってまいりますけれども、まずそ

れに向かうために一つ参考までにお伝えしたいこと

がありますけれども、まず子宮頸がん予防ワクチン

のことにつきましては、我が公明党女性局、赤平市

の中において公費助成を求め、署名活動して今おり

ます。それで、またまとまり次第市長のところにお

願いに参りますけれども、このウイルス、ヒトパピ

ローマウイルス、このがんだけはこのウイルスによ

って罹患するということがわかっておりますので、

それを予防するワクチンが開発されて、今承認され

ております。この承認に至っても公明党全国で署名
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運動やりまして、早くに承認になったという前提が

あります。そういう意味でぜひこれは10歳以上、平

均どこのまちも中学１年生、12歳ぐらいを対象にし

て予防ワクチンの公費助成をしております、12歳。

ちなみに、赤平市の12歳の女の子といいましたら、

調べたところ１月末では32人ぐらいと伺っておりま

す。ですから、満額１万4,000円の負担を例えば3,0

00円、5,000円公費助成することによって受診可能、

検診可能なのであれば、このワクチンの接種有効で

ないかと思いますので、予算審査の中でもまた伺っ

てまいりたいと思いますので、ぜひ参考にお願いい

たします。ちなみに、さいたま医療センターの今野

先生が監修されております子宮頸がんに関するＤＶ

Ｄを手に入れておりますので、市長も担当課長もぜ

ひ参考に、予算審査まで間に合うように見てくださ

い。よろしくお願いいたします。 
 またそれと、小児のヒブ及び肺炎球菌の予防ワク

チンの件に関しても、ゼロ歳から５歳ぐらいまでの

間に、これも子供たちの幼い命、また高齢者の方々

をここの部分、肺炎球菌から救うために、ぜひ取り

組んでいただきたいなと思うのです。また、当市に

おいてこのゼロ歳から５歳未満の子供たちの数は29

9人、１月末ぐらいで。だから、300人弱です。です

から、この子供たちにも、市長は常々市民生活を守

りたいという優しい市長ですから、この辺も検討し

ていただいて、ぜひまたお願いしたいなと。財政を

それほど揺るがす金額ではないと思いますので、ま

たそういう意味で予算審査で伺いたいと思います。 
 それと、あと市長が今回述べられた中に、とても

私感動した言葉がありました。多少の失敗は恐れず

という前向きなお言葉ですけれども、この言葉は市

民の皆さんにとっても力強さや、また勇気、そして

安心感としても受けとめていただけたのではないか

と思います。どうぞ、市長、新年度も市民の皆様の

幸せのために、市政運営をよろしくお願いしたいと

思います。 
 今、今議会でどの議員さんからも質問がありまし

た、当市にとって一番の課題であります病院事業の

健全化計画の策定に当たっては、ぜひ紹介したい本

があります。「病院経営は人なり」と。過去15年間

で８つの自治体病院だけを変えてきた小児科医師の

先生でございます。この本が昨年出版されました。

出版と同時にこの先生72歳で膵臓がんで亡くなった

のですけれども、口述書記をとりながら作成、仕上

げたものでございます。最後の部分も全部この先生

携わりました。それで、内容としてはすごく参考に

なります。ヒントもいっぱいございます。この本の

中に、自治体病院が生き残るためにということで幾

つか述べております。その中で一番大事なことは、

病院職員一人一人の意識改革、同じく言われており

ます。これがやっぱり一番大事だと。しかしながら、

この意識改革といっても、そんなに簡単ではありま

せん。それこそ市長が言うように、言うはやすし、

行うはかたし、難しい問題です。この先生が言われ

ていることは、医者の学閥も、地方自治体のあり方

も全く異なる自治体病院の経営を請け負い、よみが

えらせたこの先生、本当に内容的には説得力ありま

す。自分がやってきただけに説得力あります。人が

変われば病院も変わる、この意識改革です。市長が

この計画を進めるに当たって、地域医療を守りたい、

守るのだという不断の決意で今回も語られておりま

す。ですから、参考となるこの一書をぜひ病院の関

係者の皆さんも含めて参考にしていただいて、読ん

でいただきたいなということをお薦め申し上げまし

て、質問終わります。 
〇議長（獅畑輝明君） 以上をもって一般質問を終

了いたします。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） 日程第４ 議案第321号平

成22年度赤平市一般会計予算を議題といたします。 
 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 
〇議長（獅畑輝明君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第321号については、さきに設置した予算審
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査特別委員会に付託の上、審査することにいたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（獅畑輝明君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第321号については予算審査特別委

員会に付託の上、審査することに決しました。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） 日程第５ 議案第322号平

成22年度赤平市国民健康保険特別会計予算、日程第

６ 議案第323号平成22年度赤平市老人保健特別会

計予算、日程第７ 議案第324号平成22年度赤平市

後期高齢者医療特別会計予算、日程第８ 議案第32

5号平成22年度赤平市土地造成事業特別会計予算、

日程第９ 議案第326号平成22年度赤平市下水道事

業特別会計予算、日程第10 議案第327号平成22年

度赤平市霊園特別会計予算、日程第11 議案第328

号平成22年度赤平市用地取得特別会計予算、日程第

12 議案第329号平成22年度赤平市介護サービス事

業特別会計予算、日程第13 議案第330号平成22年

度赤平市介護保険特別会計予算、日程第14 議案第

331号平成22年度赤平市水道事業会計予算、日程第1

5 議案第332号平成22年度赤平市病院事業会計予算

を一括議題といたします。 
 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（獅畑輝明君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第322号、第323号、第324号、第325号、第32

6号、第327号、第328号、第329号、第330号、第331

号、第332号については、さきに設置した予算審査

特別委員会に付託の上、審査することにいたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（獅畑輝明君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第322号、第323号、第324号、第325

号、第326号、第327号、第328号、第329号、第330

号、第331号、第332号については予算審査特別委員

会に付託の上、審査することに決しました。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） お諮りいたします。 
 委員会審査のため、あす13日から18日までの６日

間休会いたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（獅畑輝明君） ご異議なしと認めます。 
 よって、あす13日から18日まで６日間休会するこ

とに決しました。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） この際、ご報告いたします。 
 さきに設置されました予算審査特別委員会の正副

委員長が決定いたしました。 
 委員長に若山武信君、副委員長に北市勲君が選任

されましたので、ご報告いたします。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 
 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 １時２３分 散 会） 
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